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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年４月２６日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐡 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 不明（平成２３年１月２４日 ０９時３０分ごろ～１０時２４分ごろの

間） 

発生場所 不明（三重県熊野市磯崎漁港南方沖～三重県紀宝町鵜殿漁港東方沖の間） 

事故調査の経過  平成２３年１月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 第五 松
しょう

寿
じゅ

丸、１９９トン 

   １３３６１５、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、

有限会社松尾海運 

   ５４.６７ｍ×９.６０ｍ×５.４５ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成６年２月４日 

Ｂ 漁船 常
じょう

徳
とく

丸、１.５トン 

   ＭＥ３－６０３６０（漁船登録番号）、個人所有 

   ８.８０ｍ（Lr）×１.８５ｍ×０.５６ｍ、プラスチック 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数５０、平成５年４月１８日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６７歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和４９年８月２３日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２２年９月１０日 

    免状有効期間満了日 平成２７年９月９日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７７歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５１年４月９日 

  免許証交付日 平成２２年５月２４日 

           （平成２８年５月９日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ バルバスバウ上部船首外板に擦過傷 

Ｂ 左舷中央部外板に亀裂及び破口、電気機器及び機関の濡損 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、鋼材を約６００ｔ積載し、船首喫

水約２.９８ｍ、船尾喫水約３.８０ｍで愛知県名古屋港へ向けて航行中、

船長Ａが、平成２３年１月２４日０８時ごろ～１２時ごろの間、レーダー

を作動させて単独で当直を行い、紀伊半島南東沿岸を約９.７ノットの速力

で北東進していた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、０７時００分ごろ、漁を行うために

磯崎漁港を出港した。 
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Ｂ船の僚船は、０９時３０分ごろ、磯崎漁港南方沖で漁をしているＢ船

を目撃した。 

紀伊半島南東沿岸を南西進していた船舶（以下「Ｃ船」という。）は、鵜

殿漁港東方沖で転覆しているＢ船を発見し、１０時２４分ごろ尾鷲海上保

安部に通報したのち、船長Ｂが付近を漂流している可能性があると思い、

Ｂ船の僚船と海上保安部の巡視艇が現場海域に到着するまで付近の捜索を

行ったが、船長Ｂは発見できなかった。 

 船長Ｂは、海上保安部のダイバーにより、転覆したＢ船の中で救命胴衣

を着用した状態で発見され、病院に搬送されたが、溺水による死亡と診断

された。 

 Ｂ船は、僚船により、転覆した状態で鵜殿漁港までえい
．．

航された。 

 船長Ａは、２５日に名古屋海上保安部の立入検査を受け、後日保安部か

らＡ船とＢ船に付着した塗料の一致を知らされ、衝突の記憶はないが、塗

料が一致しているのであれば衝突は事実であろうと思い、衝突を認めた。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ 

 その他の事項  Ａ船は、ＧＰＳプロッターを設置していたが、航跡を記録しておらず、

航海日誌に、０８時５５分に三重県太地
たいじ

町梶取
かんとり

埼を、１１時５０分に三重

県尾鷲市三木埼を通過したと記載されており、船長Ａの口述によるＡ船の

航行経路は、Ｃ船の通報位置から約３海里沖となっている。 

船長Ａは、鵜殿漁港東方沖で複数の漁船を避航したが、衝突による衝

撃、振動などを感じることなく航行し、居眠りはしていなかった。 

 船長Ｂの親族によれば、Ｂ船の漁法は、その都度漁場を定め、スパンカ

ーを展開し、右舷側に設置した２本の釣りざおで手釣りにより漁を行い、

漂流して漁場から外れたとき、機関を使用して漁場に戻ることを繰り返す

ものであった。 

 名古屋海上保安部によれば、Ａ船の左舷錨とＢ船の左舷外板に付着して

いた塗料片、Ａ船の船首とＢ船の左舷外板、ＧＰＳアンテナ及びキール底

部に付着していた塗料片は、それぞれ同種のものであると認められるとの

ことであった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船の船首バルバスバウ上部船首外板に擦過傷

があること、Ｂ船の左舷中央部外板に亀裂及び破

口があること、及び両船に付着していた塗料片が

同種のものであると認められたことから、Ａ船の

船首とＢ船の左舷中央部とが衝突したものと考え

られる。 

 Ｂ船が、０９時３０分ごろ、僚船により磯崎漁

港南方沖で目撃されたこと、及び１０時２４分ご

ろ、Ｃ船により鵜殿漁港東方沖で発見されたこと

から、この時刻の間に磯崎漁港南方沖～鵜殿漁港

東方沖の間において、北東進中のＡ船とＢ船とが

衝突したものと考えられる。 
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 Ｂ船の運航状況及び船長Ｂの行動については、

明らかにすることができなかった。 

 Ｂ船は、転覆している状態で発見されたことか

ら、衝突により転覆した可能性があると考えられ

るが、転覆に至った状況を明らかにすることはで

きなかった。 

 船長Ｂは、溺水による死亡と診断された。 

 船長Ｂは、転覆した船内から発見されたことか

ら、転覆により落水して溺水したものと考えられ

るが、溺水に至った状況を明らかにすることはで

きなかった。 

原因  本事故は、磯崎漁港南方沖～鵜殿漁港東方沖の間において、北東進中の

Ａ船とＢ船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 




